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令和５年第５回熊野町議会定例会

会議録（第３号）

１．招集年月日 令和５年１２月５日

２．招集の場所 熊野町議会議場

３．開議年月日 令和５年１２月７日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．出席議員（１４名）

１番 藤 本 健 太 ２番 世 良 将 生

３番 水 原 耕 一 ４番 福垣内 邦 治

５番 光 本 一 也 ６番 中 島 数 宜

７番 尺 田 耕 平 ８番 竹 爪 憲 吾

９番 沖 田 ゆかり １０番 片 川 学

１１番 民 法 正 則 １２番 荒 瀧 穂 積

１３番 大瀬戸 宏 樹 １４番 時 光 良 造

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．欠席議員（０名）

な し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 平 岡 弘 資

総 務 部 長 西 村 隆 雄

住 民 生 活 部 長 西 川 伸一郎

健 康 福 祉 部 長 時 光 良 弘

建 設 農 林 部 長 堂 森 憲 治

教 育 部 長 隼 田 雅 治

総 務 部 次 長 西 岡 隆 司

住民生活部次長 福 嶋 春 樹
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健康福祉部次長 西 村 ゆ り

建設農林部次長 宗 像 雅 充

建設農林部技術次長 寺垣内 栄 作

教 育 部 次 長 立 花 太 郎

財 務 課 長 多久見 良 数

政 策 企 画 課 長 須 賀 雅 彦

産 業 観 光 課 長 近 藤 光 宏

収 納 管 理 課 長 堀 野 准

防 災 安 全 課 長 花 岡 秀 城

生 活 環 境 課 長 熊 野 孝 則

高齢者支援課長 井 原 志保里

子育て支援課長 佛 圓 至 裕

健 康 推 進 課 長 桐 木 和 義

農 林 緑 地 課 長 中 原 幸 成

都 市 整 備 課 長 渡 部 貴 幸

会 計 課 長 福垣内 哲 治

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 榎 並 正 和

議会事務局書記 尾 濵 宏 教

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．議 事 日 程（第３号）

開 会 宣 告

日程第 １ 議案第５６号 令和５年度熊野町一般会計補正予算（第４号）について

日程第 ２ 議案第５７号 令和５年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について

日程第 ３ 議案第５８号 令和５年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて

日程第 ４ 議案第５９号 令和５年度熊野町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて
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日程第 ５ 議案第６０号 熊野町手数料条例の一部を改正する条例案について

日程第 ６ 議案第６１号 令和５年度熊野町一般会計補正予算（第５号）について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

９．議事の内容

（開会 ９時３０分）

○議長（時光） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、昨日に引き続き、会

議を再開します。

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第１、議案第５６号、令和５年度熊野町一般会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第５６号につきまして御説明申し上げます。

令和５年度熊野町一般会計補正予算（第４号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に、それぞれ１億８,２４７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０

２億５,９４７万８,０００円とするものでございます。

一般会計補正予算案の詳細につきましては、副町長から説明をさせます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 岩田副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副町長（岩田） それでは、議案第５６号、令和５年度熊野町一般会計補正予算（第４

号）案について、その主な内容を説明させていただきます。

まず、歳入でございますが、１０ページ、１１ページをお開きください。

１４款・国庫支出金の１項・国庫負担金では、１目・民生費負担金において、障害者

福祉に係る扶助費の増に伴う財源として、障害者自立支援等諸費国庫負担金４,０３１

万２,０００円の増額や、過年度精算に伴う追加収入の計上により、目全体で４,５５９
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万３,０００円の増額でございます。

３目・衛生費負担金では、ワクチン接種により健康被害を受けた方へ支給する給付金

の財源として、新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金４,４４１万２,００

０円の増額でございます。

２項・国庫補助金では、１目・総務費補助金において、マイナンバーカードへの氏名

のローマ字表記を記載するためのシステム改修委託料の財源として、社会保障・税番号

制度システム整備費補助金１,０６５万２,０００円の増額や、当初予算に計上している

システムの標準化・共通化に係る費用に対して補助金交付決定があったデジタル基盤改

革支援補助金４９５万５,０００円の増額など、目全体で１,５９１万７,０００円の増

額。

２目・民生費補助金では、障害者福祉サービスの報酬改定に伴うシステム改修委託料

の財源として、障害者自立支援等諸費国庫補助金６７万７,０００円、支給対象者の見

込み増に伴い、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費補助金・ひとり親世帯分１４

５万円のそれぞれ増額でございます。

１２ページ、１３ページをお願いいたします。

５目・教育費補助金では、教室などの換気に必要となる設備を整備するための財源と

して、学校保健特別対策事業費補助金２７１万５,０００円の増額でございます。

続きまして、１５款・県支出金の１項・県負担金では、１目・民生費負担金において、

事業費増に伴う財源として、障害者自立支援等諸費県負担金２,０１５万６,０００円の

増額や、過年度精算に伴う追加収入の計上など、目全体で２,２６７万８,０００円の増

額でございます。

２項・県補助金は、過年度精算に伴う追加収入の計上として３３３万５,０００円の

増額でございます。

下段の１８款・繰入金の２項・基金繰入金では、１目・財政調整基金繰入金において、

予算の収支均衡を図るため４,３３２万７,０００円の増額、４目・地域福祉基金繰入金

は、おでかけ号運行委託料の増額に伴い１１７万４,０００円の増額でございます。

１４ページ、１５ページをお開きください。

２０款・諸収入の５項・１目・雑収入は、導入から３年目となり増加傾向にある学習

用端末修理費保護者負担金１１９万７,０００円の増額でございます。

それでは、次に、歳出について主な内容を説明いたします。
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１６ページ、１７ページをお願いいたします。

歳出につきましては、令和４年度決算に基づく国庫支出金などの返還金、職員配置や

人事院勧告に基づく人件費の調整など、多くの事業において計上をしております。これ

らを除く各事業の主な内容につきまして御説明いたします。

１６ページの下段から１９ページにかけまして、２款・総務費、２項・企画費、１

目・企画総務費では、行政情報化事業において、コピー用紙やインクの単価高騰に伴い、

需用費５３万６,０００円の増額。３目・地域振興費では、交通輸送対策事業において、

運賃単価の増額改定に伴う生活福祉交通おでかけ号の運行業務委託料など１３９万４,

０００円の増額でございます。

２０ページ、２１ページをお願いいたします。

上段の３項・徴税費、２目・賦課徴収費では、町民税事務事業において、個人住民税

の森林環境税創設に伴うシステム改修委託料など１７４万３,０００円の増額でござい

ます。

下段の４項・１目・戸籍住民基本台帳費では、住民基本台帳等事業において、マイナ

ンバーカードへの氏名のローマ字表記や、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に対応す

るためのシステム改修委託料の計上など、１,１３６万５,０００円の増額でございます。

２６ページ、２７ページをお開きください。

３款・民生費、１項・社会福祉費、３目・障害者福祉費では、障害者総合支援事業に

おいて、利用者の増加による障害者自立支援事業扶助費８,０６２万５,０００円の増額

や、障害者福祉サービスの報酬改定に伴うシステム改修委託料を計上しており、国庫支

出金返還金などを含めた事業合計で９,０５１万３,０００円の増額でございます。

２８ページ、２９ページをお願いいたします。

中頃に記載の８目・介護保険費では、介護保険一般事業において、特別会計の認定調

査など事務費の増額や人件費の調整により、繰出金７２万２,０００円の増額でござい

ます。

それでは、３２ページ、３３ページをお願いいたします。

３項・児童福祉費、２目・児童措置費では、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業

において、扶助費１４５万円の増額及び国庫支出金返還金を計上しております。本事業

は、物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対して１人当たり５万円を支給する

もので、４月に計上いたしましたが、ひとり親世帯に対する支給が不足する見込みとな
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ったため、増額するものでございます。

３４ページ、３５ページをお開きください。

４款・衛生費、１項・保健衛生費、２目・予防費では、新型コロナウイルスワクチン

接種事業において、ワクチン接種により健康被害を受けた方への救済給付金４,４４１

万２,０００円の増額でございます。

少し飛びます。４２ページ、４３ページをお願いいたします。

下段の９款・教育費、１項・教育総務費、２目・事務局費では、小中学校感染症対応

事業において、国庫補助金を活用し小中学校での感染症対策の一層の徹底を図るため、

空調機設置などの設備や備品の整備費用として、５７３万円の増額を計上しております。

４４ページ、４５ページをお願いいたします。

２項・小学校費、１目・学校管理費の小学校一般管理事業では、導入から３年が経過

し、増加傾向にある児童用タブレット端末の修理費用として、需用費７４万６,０００

円を増額しており、人件費の増額を含めた事業合計で１０８万６,０００円の増額でご

ざいます。

４４ページ下段から次ページにかけて、３項・中学校費、１目・学校管理費の中学校

一般管理事業では、小学校と同様に、タブレット端末の修理費用４５万１,０００円を

増額し、人件費の増額を含めた事業合計で５９万６,０００円の増額となっております。

説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

水原議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○３番（水原） １８ページ、１９ページの地域振興費、交通輸送対策事業のおでかけ号

１３９万４,０００円の補正が出ておるんですが、これは運賃単価の改正に伴うとなっ

ておるんですが、前に聞いたところ、３０分３,７００円の単価で、１日６時間換算で

月９０万円ということをお聞きしたんですが、この単価は幾らぐらい上がったでしょう

か。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野生活環境課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（熊野） 今年度当初に契約したのが３０分当たり３,９００円でござい

ます。それが６月２６日から４,４５０円になりました。これは、一般旅客自動車事業、

タクシーの時間制運賃の単価が、普通タクシーとかも同じように上がったので、この時

点からおでかけ号に対しても値上げとなったので、それが６月からなので、この１２月

に補正しないと足りなくなるので、補正させていただきました。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 水原議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○３番（水原） 月９０万円ということで、年間で今まで１,１００万円ぐらいですかね。

それが今度これ値上がりして１,２００万。来年度から１,２００万で運行していくとい

うことになりますかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（熊野） ちょっと総額は計算しておりませんが、単価的には４,４５０

円、３０分当たりが４,４５０円での契約となる見込みです。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） まず、２７ページの障害者総合支援事業、これ扶助費の増ということな

んですけれども、町内の放課後デイの支援内容について、利用者さんからお聞きしたの

ですが、この放課後デイについては、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交

流の促進といったことを事業所でされなければならないんですが、実際には、子供たち

にタブレットを与えて動画をずっと見せ続けたり、家族とモニタリングなどがないよう

な事業所もあるようなんですが、その点について把握していらっしゃるのかどうか、ち

ょっとお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） 西村健康福祉部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（西村） 放課後等デイサービス、私もこの担当課になりまして、折に

触れて時々放課後デイの事業所に、２０日ぐらい前にも一つ見させていただいたんです

けども、一応訪問させていただいたところにつきましては、一人一人の個別計画を練っ

ておられまして、その子その子に合った療育、それとレクリエーション的な部分もとい

うことでやられておりますけれども、時々そういったお話も聞かせていただきますので、

そこはまた事業所等と話し合って、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。あ

りがとうございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） よろしくお願いいたします。

適切な療育が行われていることが望ましいと思われますし、利用料についても負担を

しておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

すみません、それと４５ページの小学校の一般管理事業と中学校の一般管理事業、タ

ブレットの修繕費についてなんですけども、このたび雑入として保護者負担金、全額保

護者負担金ということで計上されているんですが、以前にお伺いしたんですけれども、

保護者が負担する場合と負担しない場合があるということをお聞きしました。その点に

ついて、ちょっと説明をお願いしたいんですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 保護者の負担につきましては、タブレットについて、児童・生徒

さんが故意または過失なんかで修理が必要になった場合に、各種端末の修理代を負担し

ていただいているところでございます。この修理代を各学校または個人の損害保険、ま

た保険未加入の方々もいらっしゃいますので、保険対応にはそれぞれ様々な形態がござ

いまして、保険未加入の方なんかは、実際に熊野町のほうに負担をしていただいており

ますし、保険加入をされている方につきましては、保険会社のほうから修理代を負担さ

れておるというような感じで、様々な形態があります。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） それでは、このたび全額保護者負担になっているのはどういったことな

んですかね。今お聞きするのに、導入から３年が経過して修繕費が増加傾向にあるとい

うことでしたが、ちょっと今の説明とはちょっと整合性がないような気がするんですが、

いかがでしょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 各学校によりまして、学校が保険会社とやり取りして、保護者か

らは修理代をいただかなくてやり取りして、保護者からしたら修理代のやり取りはない

という方法と、学校によっては保護者が保険会社に対応をしてもらうんですけれども、

一時的に保護者が熊野町のほうに修理代を負担していただいて、後から保険会社から保

険金が補填されるというような対応の仕方がございますので、そういう差が出てきたも

のだと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 隼田教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（隼田） 失礼します。

今回補正させていただいたのは、追加分ということで補正させていただいたんですけ

れども、当初に幾らか修繕費のほうを組ませていただいております。保護者負担金のほ

うを歳出と同額を組ませていただいたのは、マックスで予算計上見込みということでさ

せていただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○９番（沖田） 分かりました。

すみません、それでは２１ページの住民基本台帳等事業のマイナンバーカードへの氏

名のローマ字表記、戸籍業務へのマイナンバー制度導入に対応するためのシステムとい

う、これ税務住民課の職員が担当されることだと思うんですけれども、これは今までに

なかった職務なので、かなり大変なのではないかなと思います。今の人員で対応できる

のか。今の人員で対応していくことによって窓口の住民サービスが低下するようなこと

になってはいけないと思いますので、人員を増加してあげたほうがいいのではないのか

なと思うんですが、その辺いかがお考えでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西岡総務部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部次長（西岡） 新たな業務が発生して、現在も大変であると。今年度、システム

改修等が入ってきておりますので、今現在でも大変な状態とは聞いております。４月に

おいては考慮の上、考えたいなと。配置のほうは考えていきたいと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） よろしくお願いします。

くれぐれも住民サービスが低下することのないように増加してあげていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） 先ほど質問事項があったんですが、沖田議員と水原議員に先に言われ

たんで、ちょっと強いて言いますと、先ほど水原議員が言うた生活福祉交通について、

当初の計画額から不足する理由。今、熊野課長はこれは燃料高騰というか、タクシー料

金の値上げというて言われたんですかね。ちょっともう一度聞かせてください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野課長。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（熊野） これはタクシー会社の運賃の値上げに伴うものでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） タクシー料金の値上げとこの生活福祉交通、契約してるわけですから、

これ急遽増額という理由、これはどういったことで。それで、また来年度も燃料がどん

どんどんどん高騰する中、来年度も契約金額が変わってくるのであるのかということを

ちょっと聞かせていただきたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 熊野課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（熊野） おでかけ号については２者のタクシー会社と契約をしておりま

す。その契約内容としましては、一般乗用旅客自動車運送事業、タクシーの自動認可運

賃の時間制運賃により算定するというふうになっております。なので、この時間制運賃

に変更があった場合には、それに伴って変更契約をするという形になっておりますので、

年度当初３,９００円で契約はしておりましたが、運賃が上がったので、途中からその

運賃になると。来年度についてまたこのような運賃の改定があれば、また変わるという

ことになると思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西川住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（西川） 県か国だったかと思いますけれども、その基準がありまして、

それを示されるので、それに基づいて上げているということになります。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○１１番（民法） 分かりました。じゃあ、また来年度もそういうあれがあれば、変更契

約でまた金額をということですね。分かりました。

それと、また先ほど沖田議員が言われた端末の問題で、ちょっともう一点お聞きした

いのは、保護者負担金を徴収する件、どのようなケースがあるのかというのを伺おうと

思ったんですが、大体分かりました。この保険は、もう皆さん保護者のほうで全員強制

的に入られているのか、当初は任意というか、入りたい方が入る、見えたときの補償が

太いんで、できれば入ろうではないかということをちょっと耳にしたんですが、全員が

これはもう保険に入られているということでよろしいんですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 保険につきましては、ＰＴＡさんのほうでまとめて入られている

ところもございますし、任意で保険に入られておるところもございます。先ほども説明

したとおりなんですが、未加入の方もいらっしゃいます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） 未加入の方もいらっしゃるということで、それでまた今回の修理の内

容というものはどういったことで、３年経過するということをお聞きしたんですが、ど

ういった事故で修理をされるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 修理内容なんですけれども、修理には、小学校６年生、それから

中学校３年生が卒業されるときにまとめて修理することと、それから日常的な使い方で

故障したり不具合が生じたりするような修理をしております。その中でも軽度のもので

あれば、少し傷がついたりとか、ねじが緩んだり、それから重度のものになりますと、

画面が割れたり、ひびが入ったりというようなものがございます。中のものについては

その中間ぐらいのものがあるということです。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） 分かりました。

これ卒業するときに中度のもの、いろいろな事故があろうと思うんですが、取扱いに

ついては、子供に対しての取扱いについての十分な注意喚起というのをされるのか。そ

れと子供たちがタブレットというのは学校に置いているのか、もう自由に家に持ち帰っ

て利用したりするのかという点を、ちょっと１点お聞きしたいと思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） まず、使用に関しての注意喚起なんですが、児童・生徒はもちろ

んなんですけれども、保護者のほうにも取扱いということで啓発をしております。

それから、持ち帰りにつきましては、小学校４年生以上から持ち帰りということで進

めさせていただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） ４年生以上からの自宅での持ち帰りということなんですが、これ生徒

全員がタブレットを上手に授業でも利用されているのか、全くタブレットに興味がない

と言ったら失礼ですが、全く使わない児童もいるのかということ。そこらあたりをちょ

っとお聞きしたいんですが、どうなんでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 学校においてはもちろん十分に活用をされておるんですけれども、

家庭に帰られても、ドリルのソフトとか反復練習をするようなものについて、児童・生

徒さんが使われておるというふうに聞いております。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 民法議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○１１番（民法） 分かりました。

まだまだ聞きたいことがあるんですが、先ほど教育委員会へ行って聞けと言われたん

で、また細かいことは聞きたいと思いますので、ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） ２７ページです。障害者総合支援事業、扶助費が８,０６２万５,０００

円増額になってますが、この詳細な説明をお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西村次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（西村） 増額いたしました主なサービス費といたしましては、居宅介

護等、これは障害者の方が御自宅で受けるホームヘルプになります。などが３８３万円。

それから、日中施設で利用できる生活介護、通所やグループホーム、居宅外の短期入所

等を合わせまして２,５４０万円、それから、主なものですと障害児のサービスといた

しまして、放課後等デイサービスが４,７７０万円の増をお願いしております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） これ増えたのは、大体利用者が増えたということですか、それとも１人

当たりのサービスの利用時間等が増えたということですか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西村次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○健康福祉部次長（西村） それは利用者の数、それからお一人が使われるサービス等の

時間も増えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） 分かりました。

次に、３５ページです。新型コロナウイルスワクチン接種事業、これ死亡一時金及び

葬祭料ということですが、ちょっと詳しい内容をお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 桐木健康推進課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康推進課長（桐木） 支給の決定は国の決定ですけど、接種が原因で死亡した可能性

が否定できないということで認定されました。給付の決定額ですが、死亡一時金が４,

４２０万円、葬祭料が２１万２,０００円でございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） 分かりました。１人ということですね。

次に、４３ページ、教育総務費の中で小中学校感染症対策事業です。空調機設置など

の設備や備品の整備計上ということですが、工事請負費と備品購入費の詳細についてお

願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） 小中学校の感染症対応事業ということで、小中学校にエアコンの

取付工事をいたします。これについて、まず工事なんですけども、教室内における換気

と温度管理の両立を図るために、学校が新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に止

めつつ教育活動を継続できる環境を維持するために、各学校の特別教室棟に空調機を整
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備する工事をするものでございます。

これにつきましては、小学校、中学校、それぞれ少人数指導教室でございますとか、

通級指導教室、それから美術室、図書室、計９台のエアコン設置をするものでございま

す。また、第二小学校につきましては、エアコンではなく、ガスストーブ等の暖房器具

の備品を購入するものでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 光本議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○５番（光本） 工事請負費についてはエアコンなんですが、これは今説明がありました

特別教室、図書室、９台の空調設備設置の工事請負費ということでしょうか。それと９

台は小・中合わせて６校全部の中での９台、全校に工事をして設置をするということで

しょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 立花次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（立花） ９台につきましては、二小を除きます小学校、第一、第三、第四、

あと熊野中学校、東中学校の５校に対してエアコンを設置するというものでございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） ないようですので、これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第５６号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。
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よって議案第５６号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第２、議案第５７号、令和５年度熊野町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第５７号につきまして御説明を申し上げます。

令和５年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,５３２万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を２４億５,９２９万１,０００円とするものでございます。

歳入予算の内容は、保険給付費の増額に伴う県補助金１,４２０万９,０００円、一般

会計からの繰入金１１１万２,０００円のそれぞれ増額でございます。

歳出予算の内容は、現在までの執行状況により不足が見込まれる保険給付費を増額す

るもので、高額療養費など、合計で１,５３２万１,０００円の増額でございます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第５７号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって議案第５７号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○議長（時光） これより日程第３、議案第５８号、令和５年度熊野町介護保険特別会計

補正予算（第２号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第５８号につきまして御説明申し上げます。

令和５年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第２号）の保険事業勘定につきまして

は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を２４億８,４２５万３,０００円とするものでございます。

歳入予算の内容は、事務費などに対する一般会計繰入金６９万２,０００円の増額な

どでございます。

歳出予算の主な内容は、審査件数の増に伴う介護認定審査会費６５万１,０００円、

人件費の調整による包括的支援事業・任意事業２１万６,０００円を、それぞれ増額す

るものでございます。

続きまして、介護サービス事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１,４７８万４,０００円とするものでご

ざいます。

内容は、歳入予算では一般会計繰入金を、歳出予算では人件費の調整による増額を計

上するものでございます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 全国的に介護人材の不足ということが言われているんですけれども、熊

野町の現状をお聞かせください。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 井原高齢者支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○高齢者支援課長（井原） 介護人材の確保でございますが、熊野町の現状といたしまし

ては、今のところ大きな不足とは聞いておりませんが、やはり介護人材は入れ替わりが

とても多くあるところでございますので、時によってはケアマネジャーが少し不足して

いるですとか、あとヘルプ、訪問介護の人数が足りず調整されているということは時々

聞くことはございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 現在では対応できているということですよね。ケアマネジャーさんとか

ヘルプで入られる方は、本来するべき仕事以外のことも、ごみ出しとかいろんなことを

されているということで、大変本人たちは一生懸命高齢者のためにということで頑張っ

ていらっしゃるんですけれども、もう本当に自分自身の体力が追いつかなくて辞められ

るといったことも聞いてますので、ぜひとも今後とも注視していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第５８号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって議案第５８号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第４、議案第５９号、令和５年度熊野町下水道事業会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。
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提案者から提案理由の説明を求めます。

三村町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第５９号につきまして御説明を申し上げます。

令和５年度熊野町下水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的収入予

定額を１７０万９,０００円増額し、総額を５億９,２９６万２,０００円とし、収益的

支出予定額を５０万６,０００円減額し、総額を５億８,４５４万９,０００円とするも

のでございます。

また、資本的収入予定額を３８０万円増額し、総額を３億４,７６５万３,０００円と

し、資本的支出予定額を７４万９,０００円増額し、総額を５億２,７５４万１,０００

円とするものでございます。

収入の主な増額内容といたしましては、収益的収入として、減価償却費の増額に伴い

長期前受戻入が増額したこと。資本的収入として、管路更新事業に係る公共下水道事業

債の増額でございます。

支出の主な増額内容といたしましては、収益的支出として減価償却費が増額になった

こと、資本的支出として熊野団地汚水管管渠更生工事に伴う建設改良費の増額でござい

ます。支出の主な減額内容といたしましては、人事異動に伴う人件費を減額調整したこ

とでございます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で、提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第５９号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって議案第５９号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第５、議案第６０号、熊野町手数料条例の一部を改正する

条例案についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第６０号、熊野町手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、

提案理由を御説明申し上げます。

本条例案につきましては、令和６年３月１日に、戸籍法の一部を改正する法律附則第

１条第５号に掲げる規定が施行されることに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関す

る政令の一部を改正する政令等が令和５年１２月６日に公布されたことから、熊野町手

数料条例を改正するものでございます。

詳細につきましては住民生活部次長から説明をさせます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 福嶋住民生活部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部次長（福嶋） 議案第６０号、熊野町手数料条例の一部を改正する条例案の

詳細につきまして御説明申し上げます。

戸籍法の一部を改正する法律附則第１条第５号に掲げる規定が令和６年３月１日に施

行されることに伴い、戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料の徴収

事務等が追加されるため、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する

政令等が令和５年１２月６日に公布されたことから、熊野町手数料条例に所要の改正を

行うものでございます。

それでは、お手元の資料８を御覧ください。

１の主な改正内容ですが、（１）戸籍謄本の広域交付ですが、これまで、戸籍謄本、

除籍謄本につきましては、本籍地以外の市町では交付することができませんでした。戸

籍法の改正により、本籍地以外の市町でも交付が可能となります。
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なお、手数料に改正はございません。

次に、（２）戸籍電子証明書提供用識別符号の発行ですが、行政手続等のデジタル化

を進めるため、電子的に戸籍・除籍謄本の情報を証した「戸籍電子証明書」の請求に対

し、「戸籍電子証明書提供用識別符号」の発行を可能とするものでございます。

この戸籍電子証明書提供用識別符号の活用例といたしましては、これまでパスポート

の発給申請を行う際、来庁し、戸籍謄本を添付した上、申請手続を行う必要がございま

したが、事前にオンライン等で戸籍電子証明書を請求し、戸籍電子証明書提供用識別符

号を取得した後に、申請先の行政機関に提示をすることで、戸籍電子証明書を確認する

ことができるようになり、戸籍謄本の添付が不要となります。これにより、全ての手続

をオンラインで完結することが可能となります。

手数料は、戸籍電子証明書提供用識別符号が４００円、除籍電子証明書提供用識別符

号が７００円でございます。ただし、同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合等に

限り手数料は徴収しないこととされております。

次の（３）届出書等情報内容証明書の交付ですが、婚姻・出生などの戸籍の届出書等

の書類を画像情報として作成し、その内容に係る証明書について、交付及び閲覧請求を

可能とするものでございます。この手数料に改正はございません。

最後に、２の施行期日については、令和６年３月１日でございます。

説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第６０号について採決します。

本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。
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よって議案第６０号については原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） これより日程第６、議案第６１号、令和５年度熊野町一般会計補正予算

（第５号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○町長（三村） 議案第６１号、令和５年度熊野町一般会計補正予算（第５号）につきま

しては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億６,９４３万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を１０４億２,８９１万３,０００円とするものでございます。

本補正予算につきましては、国の補正予算において計上された事業のうち、特に早急

な対応が求められる事業について追加で予算計上するものでございます。

内容につきましては、電気、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特

に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、１世帯当たり７万円を支給するための費

用及びこれに対する国庫補助金１億６,９４３万５,０００円を歳入歳出予算にそれぞれ

増額するものでございます。

御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） この７万円の支給についてなんですけれども、年内支給は可能でしょう

か。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西村次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（西村） 国のほうからは早急な支給を求められておりますけれども、

今日、予算の御承認をいただきまして、今現在は対象者の抽出をしております。それか

ら要綱の策定、それから通知文の作成などがありますので、１月中の振込みになろうか
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と考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

すみません、この物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金については、それ以外の

事業も実施されることとなると思うんですけれども、国から示されている推奨事業メニ

ューの中には、学校給食費の支援や省エネ性能の高いエアコンや給湯器への買換えなど

の支援などが挙げられていますが、現在、どういった事業を考えていらっしゃるのかを

お伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 西村総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（西村） 今、ちょっと国のほうから通知が来まして、今からちょっと詳細を

煮詰めたいと考えております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） 沖田議員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○９番（沖田） 住民負担を軽減される事業を実施していただきますよう、よろしくお願

いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（時光） ほかにありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「討論なし」の声あり）

○議長（時光） これをもって討論を終結します。

これより議案第６１号について採決します。
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本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（時光） 異議なしと認めます。

よって議案第６１号については原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全て終了しました。

それでは、本日はこれにて散会といたします。

（散会 １０時３１分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

熊野町議会議長

署名議員

署名議員

署名議員


